
【いじめ防止対策推進法第２条第１項】

「いじめ」とは、児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童

生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン

ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心

身の苦痛を感じているものをいう。

○ いじめは、ほんの些細なことから予期せぬ方向に推移し、重大な事態に至ることもあります。

○ 初期段階のいじめであっても、１回限りのいじめであっても、学校が組織として把握し、

見守り、必要に応じて指導し、解決につなげることが重要です。

いじめに適切に対応するために確認したいこといじめに適切に対応するために確認したいこといじめに適切に対応するために確認したいこといじめに適切に対応するために確認したいこと

被害の児童生徒が「心身の苦痛」を感じていれば、

いじめと認知して適切な対応を行います。

○ 法律上のいじめに該当する事象は、児童生徒が集団で学校生活を送る上で発生するもの

認知件数が多い 教職員の目が行き届いているあかし

○ 認知件数の増加については、保護者・地域の方々に対して、「積極的に認知し、早期対応

を行っている」ことを丁寧に伝えていく。

○ いじめは、単に謝罪をもって安易に「解消」とすることはできません。

少なくとも、次の①、②の要件が満たされている必要があります。

① いじめに係る行為の解消

被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与えている行為が止んでいる状態が相当の

期間継続していること。（少なくとも３ヶ月を目安とします。）

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点（３ヶ月を目安）において、被害児

童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。

いじめの定義いじめの定義いじめの定義いじめの定義

定義に基づく認知定義に基づく認知定義に基づく認知定義に基づく認知

認知件数認知件数認知件数認知件数

いじめの解消いじめの解消いじめの解消いじめの解消

・いじめを意図して行っていない言動でも

・偶発的・衝動的に行った言動でも

・継続性がない言動でも

・相手を特定せずに行った言動でも

・好意で行った言動でも
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